
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
自
動
車
税
種
別
割
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件                                   

二
四
一 

○
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件                                             

二
四
一 

○
公
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件                                             

二
四
二 

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件                                       

二
四
二 

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件                         

二
四
二 

　公

　告 

○
福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
周
辺
市
町
村 

　の
指
定
を
行
っ
た
件                                                         

二
四
三 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
二
件                         

二
四
三 

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件                                             

二
四
四 

　福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会 

○
漁
業
法
に
よ
り
公
聴
会
を
行
う
件                                               

二
四
五 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号 

　地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
地
方
税
の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

令
和
五
年
五
月
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

１

　委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容 

福
島
県
自
動
車
税
種
別
割
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
収
納
代
行
業
務 

２

　受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ

　東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号 

株
式
会
社
セ
ブ
ン
︱
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

　東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

　東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番
二
号 

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

　東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
十
一
号 

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

　東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十
番
一
号 

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

　千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

　広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
久
地
六
百
六
十
五
番
地
の
一 

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス

　東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
十
七
号 

３

　収
納
事
務
委
託
年
月
日 

令
和
五
年
四
月
一
日 

４

　収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

（
税

　務

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
号 

　計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

令
和
五
年
五
月
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査 

検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

　査

　場

　所

南
会
津
郡
檜
枝

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法

六
月
二
〇
日 

尾
瀬
檜
枝
岐
山
旅 

岐
村 

施
行
令
（
平
成
五
年
政
令

午
後
二
時
か
ら 

案
内
所 

第
三
二
九
号
）
第
五
条
第

午
後
二
時
四
五
分
ま
で

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

同
郡
南
会
津
町 

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

同 

南
会
津
町
伊
南
会

じ
。
）
、
分
銅
及
び
お
も

午
後
三
時
一
五
分
か
ら 

館 

り 

午
後
四
時
ま
で

  

六
月
二
一
日 

南
会
津
町
南
郷
総

 

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら 

合
支
所 

 

午
前
一
二
時
ま
で

 
同
郡
只
見
町

　

 
 

同 

只
見
町
役
場
町
下

 

午
後
二
時
か
ら 

庁
舎 

 

午
後
四
時
ま
で

  

六
月
二
二
日 

只
見
町
明
和
振
興

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら 

セ
ン
タ
ー 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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午
前
一
〇
時
一
五
分
ま

で

同
郡
南
会
津
町 

六
月
二
七
日 

南
会
津
町
舘
岩
会

午
後
二
時
か
ら 

館 

午
後
四
時
ま
で

六
月
二
八
日 

御
蔵
入
交
流
館 

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら 

午
前
一
二
時
ま
で 

午
後
一
時
か
ら 

午
後
四
時
ま
で

同
郡
下
郷
町 

六
月
二
九
日 

下
郷
ふ
れ
あ
い
セ

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら 

ン
タ
ー 

午
前
一
二
時
ま
で

右
に
掲
げ
る
町 

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右 

六
月
三
〇
日
か
ら
七
月
二

福
島
県
計
量
検
定 

村 

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た 

八
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日

所 

も
の 

曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
） 

午
前
九
時
か
ら 

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま 

で 午
後
一
時
か
ら 

午
後
三
時
ま
で

二

　特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査 

検

　査

　区

　域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検

　査

　の

　期

　日

南
会
津
郡
檜
枝
岐
村
、

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り 

一
〇
月
二
日
か
ら
一
二
月
二

同
郡
只
見
町
、
同
郡
南

二
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜

会
津
町
及
び
下
郷
町

　

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

　

（
計
量
検
定
所
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

令
和
五
年
五
月
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容 

農
業
経
営
に
関
す
る
金
融
上
の
措
置
の
改
善
の
た
め
の
農
業
改
良
資
金
助
成
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
農
業
改
良
資
金

助
成
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
貸
付
け
に
係
る
資
金
の
元
利
償
還
金

及
び
遅
延
損
害
金
の
収
納
の
事
務 

二

　受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　称

所

　
　
　
　
　
　在

　
　
　
　
　
　地

ふ
く
し
ま
未
来
農
業
協
同
組
合

福
島
市
北
矢
野
目
字
原
田
東
一
番
地
の
一

福
島
さ
く
ら
農
業
協
同
組
合

郡
山
市
朝
日
二
丁
目
一
四
番
七
号

三

　収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

（
農
業
経
済
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
戸
ノ
口

堰
土
地
改
良
区
か
ら
令
和
五
年
四
月
十
四
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
年
五

月
十
日
認
可
し
た
。 

令
和
五
年
五
月
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
五
月
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
一
１

　解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 
か
ん

３

　解
除
の
理
由 

指
定
理
由
の
消
滅 
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二
１

　解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

３

　解
除
の
理
由 

指
定
理
由
の
消
滅 

三
１

　解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

３

　解
除
の
理
由 

指
定
理
由
の
消
滅 

　（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び

い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
九
十
二
号 

　福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
二
十
号
）
第
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
小
売
商
業
施
設
の
新
設
に
係
る
周
辺
市
町
村
を
指
定

し
た
。 令

和
五
年
五
月
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　特
定
小
売
商
業
施
設
の
名
称
及
び
新
設
に
係
る
土
地
の
所
在
地 

（
仮
称
）
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
フ
ェ
ス
タ

　郡
山
市
日
和
田
町
字
小
原
一
番
地
ほ
か
三
百
九
十

七
筆
（
郡
山
市
日
和
田
町
五
庵
地
区
計
画
区
域
内
） 

二

　周
辺
市
町
村
に
指
定
し
た
市
町
村

　福
島
市 

三

　指
定
年
月
日

　令
和
五
年
五
月
九
日 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
九
十
三
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
五
年
五
月
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　八
沢
干
拓
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

理
事

　伹
野

　幸
一

　南
相
馬
市
鹿
島
区
北
屋
形
字
石
ワ
テ
二
三
番
地
の
二 

同

　
　田
中

　憲
一

　同

　
　市
鹿
島
区
寺
内
字
三
里
一
番
地
の
六 

同

　
　細
田

　勲

　
　同

　
　市
鹿
島
区
北
屋
形
字
西
浦
向
一
二
五
番
地 

同

　
　森

　秋
夫

　
　同

　
　市
鹿
島
区
南
柚
木
字
水
神
下
一
〇
一
番
地 

同

　
　渡
部

　利
浩

　相
馬
市
柚
木
字
前
日
向
五
八
番
地 

同

　
　鈴
木

　敏
文

　同

　市
柚
木
字
前
日
向
五
八
番
地
の
一 

同

　
　佐
藤

　正
法

　同

　市
蒲
庭
字
滝
ノ
沢
四
〇
番
地
の
六 

同

　
　石
橋

　浩
人

　同

　市
蒲
庭
字
舘
前
五
八
番
地 

監
事

　桑
折

　利
浩

　南
相
馬
市
鹿
島
区
北
屋
形
字
沼
北
二
四
六
番
地 

同

　
　相
良

　安
行

　相
馬
市
柚
木
字
葉
山
前
八
五
番
地 

同

　
　荒

　一
雄

　
　同

　市
蒲
庭
字
狩
野
一
二
八
番
地
の
九 

就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

理
事

　石
橋

　浩
人

　相
馬
市
蒲
庭
字
舘
前
五
八
番
地 

同

　
　齊
藤

　和
裕

　南
相
馬
市
鹿
島
区
寺
内
字
中
才
三
六
番
地
の
一

　西
川
原
第
二
団
地
二
号
棟

　

二
〇
二
号
室 

同

　
　相
良

　安
夫

　同

　
　市
鹿
島
区
北
屋
形
字
西
浦
向
七
三
番
地
の
一 

同

　
　今
野

　浩
宗

　同

　
　市
鹿
島
区
北
屋
形
字
行
沼
一
〇
四
番
地 

同

　
　森

　茂

　
　
　同

　
　市
鹿
島
区
南
柚
木
字
水
神
下
九
〇
番
地
の
一 

同

　
　相
良

　博
信

　相
馬
市
柚
木
字
前
日
向
五
七
番
地 

同

　
　北
村

　純
一

　同

　市
柚
木
字
前
日
向
五
七
番
地 

同

　
　佐
藤

　正
法

　同

　市
蒲
庭
字
滝
ノ
沢
四
〇
番
地
の
六 

監
事

　鈴
木

　幸
夫

　南
相
馬
市
鹿
島
区
南
柚
木
字
西
谷
地
八
九
番
地 

同

　
　前
田

　弘
美

　相
馬
市
蒲
庭
字
前
迫
二
九
四
番
地
の
二
七 

同

　
　齊
藤

　成
一

　南
相
馬
市
鹿
島
区
北
屋
形
字
行
沼
一
五
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
九
十
四
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
五
月
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　そ
う
ま
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

理
事

　堀
内

　義
幸

　相
馬
市
磯
部
字
手
ノ
沢
三
二
八
番
地 
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就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

理
事

　寺
島

　繁

　
　相
馬
市
磯
部
字
迎
七
二
八
番
地
の
八 

（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

                                  

                                       

公 告 第 ９ ５ 号  
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続
の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福
島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ５ 年 ５ 月 19 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   随 意 契 約 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
放 射 性 ダ ス ト モ ニ タ Ⅱ   一 式  

２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  

３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  
令 和 ５ 年 ４ 月 19 日  

４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  
応 用 光 研 工 業 株 式 会 社   東 京 都 福 生 市 大 字 熊 川 1642 番 地 26  

５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  
2 2 , 8 8 0 , 0 0 0 円  

６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
随 意 契 約  

７   随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由  
特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 ２ 号 該 当  

（ 入 札 用 度 課 ）  
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　福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

　
　
　
　

 
 

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号 

　漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六

十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
行
う
。 

　
　令
和
五
年
五
月
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　会
長

　片

　山

　亜

　優

　

 

一

　期
日
及
び
場
所
並
び
に
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
「
公
述
者
」

と
い
う
。
）
と
な
り
得
る
者
の
範
囲 

 

期

　
　
　日

場

　
　
　所

公
述
者
と
な
り
得
る
者
の
範
囲

  

令
和
五
年
六
月
五
日 

郡
山
市
日
和
田
町
高
倉
字

漁
業
者
、
そ
の
他
利
害
関
係
の
あ
る

 

午
後
二
時

下
中
道
一
一
六
番
地

　福

者

 

島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー 

 

大
会
議
室

 

二

　公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
案
件 

漁
業
法
第
六
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
福
島
県
知
事
が
作
成
し
た
福
島
県
内
水
面
区
画
漁
業
権
漁
場
計
画
の
案
に
つ
い
て 

三

　公
述
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
手
続 

公
述
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
及
び
職
業
並
び
に
発
言
要
旨
を
記
載
し
た

文
書
を
福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
書
の
提
出
期
限
は
、

公
聴
会
開
会
の
五
日
前
ま
で
と
す
る
。 

四

　提
出
先 

郵
便
番
号
九
六
〇
︱
八
六
七
〇

　福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号 

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
事
務
局
（
福
島
県
農
林
水
産
部
水
産
課
内
） 

電
話
〇
二
四
︱
五
二
一
︱
七
三
七
九 

五

　公
述
者
の
選
定 

公
述
者
は
、
文
書
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
に
お
い
て
選

定
す
る
。 
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